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 教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年７月29日 

                                     佐賀県教育委員会教育長  落  合  裕  二    

 佐賀県教育委員会規則第７号 

   教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 

 教育職員免許状に関する規則（平成２年佐賀県教育委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（普通免許状の授与の出願） （普通免許状の授与の出願） 

第３条 免許法第５条第１項の規定により普通免許状の授与を受け

ようとする者は、次に掲げる書類を佐賀県教育委員会(以下「授与

権者」という｡)に提出しなければならない。 

第３条 免許法第５条第１項の規定により普通免許状の授与を受け

ようとする者は、次に掲げる書類を佐賀県教育委員会(以下「授与

権者」という｡)に提出しなければならない。 

 (1)～(6) 略  (1)～(6) 略 

  (7) 前各号に掲げるもののほか、授与権者が特に必要と認める書

類 

２ 免許法第５条第２項の規定により普通免許状の授与を受けよう

とする者は、前項に掲げる書類のほか、免許法第９条の３第１項に

規定する免許状更新講習の課程を修了したことを証明する書類を

授与権者に提出しなければならない。 

 

３ 免許法第16条の２第１項、第16条の３第２項、第16条の４第３項

又は第17条の規定により普通免許状の授与を受けようとする者

は、前項第１号から第３号までに掲げる書類のほか、教員資格認定

試験の合格証書の写し又は合格証明書を授与権者に提出しなけれ

ばならない。 

２ 免許法第16条第１項、第16条の３第２項、第16条の４第３項又は

第17条の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、前

項第１号から第３号までに掲げる書類のほか、教員資格認定試験

の合格証書の写し又は合格証明書を授与権者に提出しなければな

らない。 

４ 免許法第16条の２第２項、第16条の３第３項、第16条の４第４項

又は第17条第２項の規定により普通免許状の授与を受けようとす

る者は、前項に掲げる書類のほか、免許法第９条の３第１項に規定

する免許状更新講習の課程を修了したことを証明する書類を授与
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改正前 改正後 

権者に提出しなければならない。 

５ 略 ３ 略 

６ 免許法附則第８項の規定により高等学校教諭の工業の教科につ

いての一種免許状の授与を受けようとする者は、第１項第１号か

ら第３号までに掲げる書類のほか、旧国立工業教員養成所の設置

等に関する臨時措置法（昭和36年法律第87号）による国立工業教員

養成所に３年以上在学し、所定の課程を終えて卒業したことを証

明する書類及び免許法第９条の３第１項に規定する免許状更新講

習の課程を修了したことを証明する書類を授与権者に提出しなけ

ればならない。 

４ 免許法附則第８項の規定により高等学校教諭の工業の教科につ

いての一種免許状の授与を受けようとする者は、第１項第１号か

ら第３号までに掲げる書類のほか、旧国立工業教員養成所の設置

等に関する臨時措置法（昭和36年法律第87号）による国立工業教員

養成所に３年以上在学し、所定の課程を終えて卒業したことを証

明する書類を授与権者に提出しなければならない。 

７ 免許法附則第11項の規定により養護教諭の二種免許状又は中学

校教諭の保健の教科についての二種免許状の授与を受けようとす

る者は、第１項第１号から第３号までに掲げる書類のほか、旧国立

養護教諭養成所設置法（昭和40年法律第16号）による国立養護教諭

養成所を卒業したことを証明する書類及び免許法第９条の３第１

項に規定する免許状更新講習の課程を修了したことを証明する書

類を授与権者に提出しなければならない。 

５ 免許法附則第11項の規定により養護教諭の二種免許状又は中学

校教諭の保健の教科についての二種免許状の授与を受けようとす

る者は、第１項第１号から第３号までに掲げる書類のほか、旧国立

養護教諭養成所設置法（昭和40年法律第16号）による国立養護教諭

養成所を卒業したことを証明する書類を授与権者に提出しなけれ

ばならない。 

８ 29年改正法附則第10項の規定により普通免許状の授与を受けよ

うとする者は、第１項第１号から第３号までに掲げる書類のほか、

29年改正法附則第10項に規定する所要資格を得た者であることを

証明する書類及び免許法第９条の３第１項に規定する免許状更新

講習の課程を修了したことを証明する書類を授与権者に提出しな

ければならない。 

６ 29年改正法附則第10項の規定により普通免許状の授与を受けよ

うとする者は、第１項第１号から第３号までに掲げる書類のほか、

29年改正法附則第10項に規定する所要資格を得た者であることを

証明する書類を授与権者に提出しなければならない。 

９～12 略 ７～10 略 

 11 第１項から第９項までの規定による書類の提出は、授与権者が

認めた場合に限り、省略することができる。 

（普通免許状の検定授与の出願） （普通免許状の検定授与の出願） 
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改正前 改正後 

第４条 免許法第5条第1項の規定により、検定を受けて普通免許状

の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出

しなければならない。 

第４条 免許法第5条第1項の規定により、検定を受けて普通免許状

の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出

しなければならない。 

 (1)～(6) 略  (1)～(6) 略 

  (7) 前各号に掲げるもののほか、授与権者が特に必要と認める書

類 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 前各項の規定により免許状の授与を受けようとする者で免許法

第６条第４項に該当する者は、前各項に定める書類のほか、免許法

第９条の３第１項に規定する免許状更新講習の課程を修了したこ

とを証明する書類を授与権者に提出しなければならない。 

 

８ 略 ７ 略 

 ８ 前各項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限

り、省略することができる。 

（特別免許状の検定授与の出願） （特別免許状の検定授与の出願） 

第５条 免許法第５条第３項の規定により、検定を受けて特別免許

状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提

出しなければならない。 

第５条 免許法第５条第２項の規定により、検定を受けて特別免許

状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提

出しなければならない。 

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略 

（臨時免許状の検定授与の出願） （臨時免許状の検定授与の出願） 

第８条 免許法第５条第６項の規定により、検定を受けて臨時免許

状の授与を受けようとする者は、次の各号（現に授与を受けている

臨時免許状の有効期間満了のため引き続き同種の臨時免許状の授

与を受けようとする者（以下「臨時免許状の更新を受けようとする

者」という｡）にあっては、第６号を除く。次項、第10条及び第11

条において同じ｡）に掲げる書類を授与権者に提出しなければなら

第８条 免許法第５条第５項の規定により、検定を受けて臨時免許

状の授与を受けようとする者は、次の各号（現に授与を受けている

臨時免許状の有効期間満了のため引き続き同種の臨時免許状の授

与を受けようとする者（以下「臨時免許状の更新を受けようとする

者」という｡）にあっては、第６号を除く。次項、第10条及び第11

条において同じ｡）に掲げる書類を授与権者に提出しなければなら
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改正前 改正後 

ない。 ない。 

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略 

２・３ 略  ２・３ 略 

（外国において授与された免許状を有する者等に係る検定による

免許状の授与の出願） 

（外国において授与された免許状を有する者等に係る検定による

免許状の授与の出願） 

第10条 免許法第18条の規定により、検定を受けて各相当の免許状

の授与を受けようとする者は、普通免許状にあっては第４条第１

項第１号から第５号までに掲げる書類、特別免許状にあっては第

５条各号に掲げる書類、臨時免許状にあっては第８条第１項各号

に掲げる書類のほか、外国において授与された教育職員に関する

免許状を有する者にあっては当該免許状を有することを証明する

書類を、外国の学校を卒業し、若しくは修了した者にあってはその

証明書及び学業成績証明書を授与権者に提出しなければならな

い。 

第10条 免許法第18条の規定により、検定を受けて各相当の免許状

の授与を受けようとする者は、普通免許状にあっては第４条第１

項第１号から第５号まで及び第７号に掲げる書類、特別免許状に

あっては第５条各号に掲げる書類、臨時免許状にあっては第８条

第１項各号に掲げる書類のほか、外国において授与された教育職

員に関する免許状を有する者にあっては当該免許状を有すること

を証明する書類を、外国の学校を卒業し、若しくは修了した者にあ

ってはその証明書及び学業成績証明書を授与権者に提出しなけれ

ばならない。 

 ２ 前項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限り、

省略することができる。 

（施行法の規定による免許状の検定授与の出願）  （施行法の規定による免許状の検定授与の出願） 

第11条 施行法第２条第１項の規定により、検定を受けて免許状の

授与を受けようとする者は、普通免許状にあっては第４条第１項

第１号から第５号までに掲げる書類、臨時免許状にあっては第８

条第１項各号に掲げる書類のほか、施行法第２条第１項の表の上

欄に掲げる所要資格に応じ、次に掲げる書類を授与権者に提出し

なければならない。 

第11条 施行法第２条第１項の規定により、検定を受けて免許状の

授与を受けようとする者は、普通免許状にあっては第４条第１項第

１号から第５号まで及び第７号に掲げる書類、臨時免許状にあって

は第８条第１項各号に掲げる書類のほか、施行法第２条第１項の表

の上欄に掲げる所要資格に応じ、次に掲げる書類を授与権者に提出

しなければならない。 

 ２ 前項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限り、

省略することができる。 

（施行法の規定による免許状の交付の出願） （施行法の規定による免許状の交付の出願） 
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改正前 改正後 

第12条 施行法第１条第３項の規定により免許状の交付を受けよう

とする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならな

い。 

第12条 施行法第１条第３項の規定により免許状の交付を受けよう

とする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならな

い。 

 (1)～(5) 略  (1)～(5) 略 

  (6) 前各号に掲げるもののほか、授与権者が特に必要と認める書

類 

 ２ 前項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限り、

省略することができる。 

（単位の修得方法） （単位の修得方法） 

第16条 略 第16条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項の場合において、免許法施行規則附則第38項及び第39項

の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、別表第４のとおり

とする。 

４ 第１項の場合において、免許法施行規則附則第35項及び第36項

の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、別表第４のとおり

とする。 

５～７ 略 ５～７ 略 

様式第８号（第５条関係） 

  略 

  教育職員免許法第５条第４項の規定により、下記の者を推薦します

ので、特別免許状を授与くださるようお願いします。 

  略 

 略 
 

様式第８号（第５条関係） 

  略 

  教育職員免許法第５条第３項の規定により、下記の者を推薦します

ので、特別免許状を授与くださるようお願いします。 

  略 

 略 
 

様式第９号中「 有 効 期 間 の 満 了 の 日 」を削る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


